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食品中の放射性物質の規格基準について
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規制対象とする放射性核種の考え方について

 規制の対象とする核種
規制の対象は、福島原発事故により放出した放射性核種のうち、原子力安全・保安院がその放出量の試
算値リストに掲載した核種で、半減期１年以上の放射性核種全体（セシウム134、セシウム137、スト
ロンチウム90、プルトニウム、ルテニウム106 ）とする。

※ 半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素や、原発敷地内においても天然の存在レベルと変化のないウランについ
ては、放射性セシウムの基準値には考慮していない。

規制対象核種 （物理的）半減期
セシウム134 2.1 年
セシウム137 30 年
ストロンチウム90 29 年
プルトニウム 14 年～
ルテニウム106 374 日

 規制値設定の考え方
放射性セシウム以外の核種（ストロンチウム90、プルトニウム、ルテニウム106）は、測定に時間がかか
るため、移行経路ごとに各放射性核種の移行濃度を解析し、産物・年齢区分に応じた放射性セシウムの寄
与率を算出し、合計して1 mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定する。

※ 放射性セシウム以外の核種の線量は、例えば19歳以上で約12％。
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食品区分の範囲について

食品区分 設定理由 含まれる食品の範囲

飲料水

① すべての人が摂取し代替がきかず、摂取量が大きい
② WHOが飲料水中の放射性物質の指標値（ 10 

Bq/kg）を提示
③ 水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能

○ 直接飲用する水、調理に使用する水
及び水との代替関係が強い飲用茶

乳児用食品 ○ 食品安全委員会が、「小児の期間については、
感受性が成人より高い可能性」を指摘

○ 健康増進法（平成14年法律第103号）第43
条第1項の規定に基づく特別用途表示食品
のうち「乳児用」に適する旨の表示許可を
受けたもの

○ 乳児の飲食に供することを目的として販売
するもの

牛乳
① 子どもの摂取量が特に多い
② 食品安全委員会が、「小児の期間については、
感受性が成人より高い可能性」を指摘

○ 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
（昭和26年厚生省令第52号）の乳（牛乳、
低脂肪乳、加工乳など） 及び乳飲料

一般食品

以下の理由により、「一般食品」として一括して区分
① 個人の食習慣の違い（摂取する食品の偏り）の影響
を最小限にすることが可能

② 国民にとって、分かりやすい規制
③ コーデックス委員会などの国際的な考え方と整合

○ 上記以外の食品
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御清聴ありがとうございました。


